
 

「人を対象とする研究」倫理審査を必要としない研究に関する取扱要領 

 

2013年 10月 15日 制定 

2015年 5月 28日 改正 

2018年 3月 23日 改正 

2022年 1月 29日 改正 

 

 同志社大学「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会は、同志社大学「人を対象とする研究」に関す

る倫理審査委員会規程第９条第５項に基づき、下記のいずれにも該当しない研究を、当委員会への倫理審査申

請を必要としない研究とすることを規定する。 

 

記 

１．「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」等、国の定める生命科学・医学系研究に関す

る指針等の適用範囲に含まれる研究 

 

２．所属の学会や研究成果の公表予定先、研究資金の提供元等の学外機関の規程等で、本学で倫理審査を受け

ることを明示的に要請されている研究 

 

３．「同志社大学研究倫理規準」及び「同志社大学「人を対象とする研究」倫理規準」の各規定から逸脱するお

それがあると当該研究の責任者が判断した研究 

以上 

 

この取扱要領の改廃は、同志社大学「人を対象とする研究」に関する倫理審査委員会において決定する。 

 

附 則 

この取扱要領は、2022年１月 29日から施行する。 


